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荒川区競争入札参加者資格の申請について 

 
 荒川区は、東京都の区市町村５５団体による東京電子自治体共同運営協議会に参加し、

「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」によって、競争入札参加資格審査申請の受

付を行っています。 

 荒川区への入札参加資格登録は、インターネットを利用し、東京電子自治体共同運営電

子調達サービス（資格審査申請）から申請を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 電子調達サービスの概要 

  電子調達サービスは、これまで手作業で処理してきた「事業者の入札参加資格申請」

や「入開札」等の事務を電子的に行えるようにしたものです。 

電子調達サービスにより、事業者の皆様は、入札参加資格の申請や発注予定案件の確

認、入札書の送付等をインターネットで行えるようになり、自治体でも、入札参加資格

の確認や入開札等の事務について、迅速化や効率化等が図れます。 
 
２ 競争入札参加者資格の申請 

（１）申請に必要な要件 

  ① 申請日時点で確定している決算がない場合は、申請ができません。 

② 税金（法人の場合は、法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税。個人の場合

は、所得税、消費税及び地方消費税）を完納していない場合は、申請ができません。 

③ 「工事」（設計、測量、地質調査を除く）に申請する方は、経営事項審査結果通知

書における総合評点（Ｐ点）を取得していることが必要となります。加えて、入札

参加資格審査申請で2,500万円以上の工事実績を申請する場合にはCORINSへの登録

が必要となります。 

※その他、詳細は東京電子自治体共同運営電子調達サービスのホームページでご確認

ください。 

 
（２）申請の受付時期 

   申請の受付は随時行っています。 

   ⇒ ただし、申請後、審査・承認には一定の期間を要します。 

毎月 25 日までに承認を受けた場合は翌月１日から、26 日から月末までに承認

を受けた場合は翌々月１日から入札参加資格が有効となります。 

 

（３）申請の注意事項 

 ① 申請には、電子証明書（電子認証）の取得が必要となります。これは、インタ

詳しくは、 

「東京電子自治体共同運営電子調達サービス」ホームページを 

https://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp 

をご覧ください。 
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ーネット上で「なりすまし」による入札参加資格審査の申請や登録内容の変更等

を防止するためです。また、電子証明書の取得に要する費用は、申請を行う事業

者の方の負担となります。電子証明書の取得方法や注意事項等は、下表をご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「工事（設計･測量等を含む）」、「物品（業務委託を含む）」で申請が分かれていま

すので、両方に申請される方はそれぞれに申請していただく必要があります。 

③  申請時に、荒川区だけでなく複数の都内区市町村を選択して申請することが可能

です。 

④ 入札参加者資格の有効期限は、申請した月の直前の決算月から 1 年 8 か月後の末

日です。資格有効期限後も継続して入札参加者資格の登録を希望する場合は、有効

期限までに「継続申請」の手続きが必要です。 

⑤ インターネットでの申請後、財務諸表・納税証明書等の提出が必要となります。

申請時に提出先となる審査担当自治体が指定されますので、指定された区市町村に

必要書類を郵送してください。 

⑥ 申請を行うには、パソコン、インターネット接続環境（ホームページ閲覧、電子

メール）、プリンタ等が必要となります。パソコンの推奨環境については、東京電子

自治体共同運営電子調達サービスのホームページ（事前準備「はじめにお読みくだ

さい」）にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

◎ 電子調達サービスで使用できる電子証明書（電子認証） 

 利用できる電子証明書は、電子入札コアシステム対応認証局が発行する「ＩＣカード

電子証明書」となります。 

 電子証明書の取得手続き、費用など詳しい内容は各認証局にお問い合わせください。 

●電子入札コアシステム対応認証局 

各認証局について、詳しくは以下URL をご覧ください。

http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/linkpage/link5/link5j/link5j-3toiawaseitiran.htm 

＊ＩＣ カード電子証明書を使用するには「ＩＣカードリーダー」が必要となります。 

 

◎ 電子証明書（電子認証）に関する注意事項 

 ◇ 電子証明書の取得には、手数料がかかります。 

◇ 電子証明書には、有効期限があります。有効期限が切れた場合は再取得が必要で 

す。 

◇ 本店・支店それぞれで申請する場合は、それぞれの事業所ごとに電子証明書を取

得する必要があります（なお、１自治体に本店･支店の両方が入札参加資格申請をす

ることはできません）。 

◇ 代表者氏名など電子証明書取得申請時の記載事項に変更が生じた場合、電子証明

書の変更手続き（失効申請と再取得）が必要です。 

◇ 東京都電子調達システムで使用している電子証明書は、代表者か同じ代理人で取

得した場合に限り利用可能です。 
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３ 競争入札参加者資格申請の手順 

 

  電子証明書の取得 

     ↓ 

  下書き用紙の作成 

     ↓ 

  共同運営電子調達サービスサイトにアクセス 

     ↓ 

  プログラムのインストール 

     ↓ 

  電子証明書の登録 

     ↓ 

  申請プログラムの取得 

     ↓ 

  申請データの入力 

     ↓ 

  申請データの送信 

     ↓ 

  必要書類の郵送 

     ↓ ←（審査担当自治体の審査） 

  申請状況の確認 

     ↓ 

  受付票の印刷 

     ↓ 

  その他情報の登録 

 

            ※   は共同運営電子調達サービス（インターネット）での手続きになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        お問い合せ 荒川区経理課契約係  電話 3802-3111 内線 2261～2264 

 

 

 

 

 

（平成 24 年 10 月改訂） 


